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研究評価の進め方について 
  



放射線利用推進専門部会における研究評価に関する考え方について(案) 
 

平成１０年３月１６日 
放射線利用推進専門部会 

 
 国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方については、「国の研究開発全般に
共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」が昨年８月に内閣総理大臣決定
されたところである。 
 放射線利用推進専門部会では、同大綱的指針を踏まえ、国立試験研究機関の放射線利用に
係る研究課題の事前評価を昨年９月に試行的に実施したところである。また、現在、研究実
施機関においては、同大綱的指針を踏まえ研究評価システムの整備を進めているところであ
り、放射線利用に係る研究課題は、今後、それぞれ研究実施機関において評価されることと
なる。 
 これらを踏まえ、放射線利用推進専門部会においては、放射線利用に係る研究課題につい
て、以下のとおりに評価を進めるものとする。 
 
 
１. 研究課題の評価(事前及び事後評価。特に長期間に亙たる研究課題につ いては中間評

価。)は、各研究実施機関において実施する。 
 

２. 放射線利用推進専門部会においては、必要に応じ、国立試験研究機関 等研究実施機関
から当該機関が実施した研究課題の評価結果の報告を聴 取し、放射線利用推進等の
観点から意見を述べる。 
 

３. なお、２．において、必要に応じ、放射線利用推進専門部会の委員数 名によるワーキ
ンググループを設置し、報告を聴取することとする。 
 

 
 
 
 



 
 


